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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ハンドルと、このハンドルの一方の端部に片持ち状に支持されたブレードとを有する喉
頭鏡であって、
　前記ブレードの先の領域が撮像領域に設定された撮像部と、
　前記撮像領域を照明する照明部と、
　前記ハンドルの他方の端部に設けられ、前記撮像部により撮像されたブレードの先の状
態を映し出す表示部とを備え、
　前記ブレードは、患者の喉頭蓋を押圧するための押圧面を有する押圧片と、前記押圧片
の押圧面と反対側の領域を左右方向に仕切るように前記押圧片に立設された仕切り板と、
前記仕切り板により仕切られた左右一方の領域であって前記撮像部を格納するための格納
部と、前記仕切り板により仕切られた他方の領域であって気管内チューブを案内するため
の案内部とを有することを特徴とする喉頭鏡。
【請求項２】
　前記ハンドルには、前記撮像部、照明部及び表示部に電力を供給するバッテリが設けら
れていることを特徴とする請求項１に記載の喉頭鏡。
【請求項３】
　前記表示部は、ハンドルに対して傾動自在に連結されていることを特徴とする請求項１
又は２に記載の喉頭鏡。
【請求項４】
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　前記ブレードは、ハンドルに対して着脱自在に連結されることを特徴とする請求項１～
３の何れか１項に記載の喉頭鏡。
【請求項５】
　前記撮像部及び照明部は、共通の収容部内に収容されているとともに、この収容部が前
記ブレードの格納部に対して着脱自在とされていることを特徴とする請求項４に記載の喉
頭鏡。
【請求項６】
　前記照明部は、前記ハンドルに設けられており、前記ブレードには、前記照明部の照明
光を前記撮像部の撮像領域まで導く導光部が少なくとも一部に形成されていることを特徴
とする請求項１～４の何れか１項に記載の喉頭鏡。
【請求項７】
　前記撮像部による撮像データを出力するインタフェースをさらに備えていることを特徴
とする請求項１～６の何れかに記載の喉頭鏡。
【請求項８】
　前記インタフェースは、前記撮像部による撮像データを無線で出力するように構成され
ていることを特徴とする請求項７に記載の喉頭鏡。
【請求項９】
　前記バッテリの残量に応じて前記撮像部、照明部又は表示部に供給する電力量を調整す
る制御部をさらに備え、この制御部は、バッテリ残量が予め設定された残量未満である場
合に、照明部に対して優先的に電力を供給することを特徴とする請求項２～８の何れか１
項に記載の喉頭鏡。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、患者の声門又はその付近を確認する際に用いられる喉頭鏡に関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、喉頭鏡は、ハンドルと、このハンドル先端部に設けられたブレードとを有する
鶴嘴状に形成され、声門又はその付近（以下、声門等と称す）を外部から視認する際に使
用される。すなわち、使用者は、ブレード先端部を仰臥位とした患者の口腔に挿入すると
ともに、この状態でハンドルを患者の正面側へ操作（以下、引き上げ操作と称す）するこ
とにより、当該患者の喉頭蓋を引き上げて（喉頭展開）、声門等を外部から確認すること
ができる。
【０００３】
　しかしながら、前記喉頭鏡では、喉頭蓋を引き上げた上で声門等を視認するようにして
いるので、声門等に至る視線を遮るものがある場合に、ブレードの先の視界を良好に保つ
ことが困難だった。
【０００４】
　そこで、喉頭鏡には、ブレードの先の状況（患者の声門等）を撮像する撮像カメラがブ
レードに内蔵されているものも知られている（例えば、特許文献１）。この喉頭鏡では、
前記撮像カメラによる画像を別途用意されたディスプレイに映し出すことが可能とされて
いる。
【特許文献１】特開２０００－１７５８６７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１の喉頭鏡では、ブレード内の撮像カメラによる映像が、この
喉頭鏡とは別に配設されたディスプレイに表示されるので、使用者は、患者の喉頭蓋を引
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き上げる自身の手元と、声門等が表示されているディスプレイとの間で、大きく視点を移
す必要があり、作業性が悪かった。
【０００６】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、あらゆる条件下においても声門等の
確認作業をより効率良く行うことができる喉頭鏡を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記課題を解決するために本発明は、ハンドルと、このハンドルの一方の端部に片持ち
状に支持されたブレードとを有する喉頭鏡であって、前記ブレードの先の領域が撮像領域
に設定された撮像部と、前記撮像領域を照明する照明部と、前記ハンドルの他方の端部に
設けられ、前記撮像部により撮像されたブレードの先の状態を映し出す表示部とを備え、
前記ブレードは、患者の喉頭蓋を押圧するための押圧面を有する押圧片と、前記押圧片の
押圧面と反対側の領域を左右方向に仕切るように前記押圧片に立設された仕切り板と、前
記仕切り板により仕切られた左右一方の領域であって前記撮像部を格納するための格納部
と、前記仕切り板により仕切られた他方の領域であって気管内チューブを案内するための
案内部とを有することを特徴とする喉頭鏡を提供する。
【０００８】
　本発明によれば、表示部をブレードと反対側のハンドルの端部、すなわち、使用者の手
元となる位置に配設しているので、使用者は、患者の喉頭蓋を引き上げる作業を行う際に
は、前記ブレードを見て作業を行うことができる一方、この作業の合間に患者の声門等の
状態を確認する際には、その視点を手元に移して前記表示部に映し出された映像を確認す
ることができる。
【０００９】
　したがって、本発明によれば、使用者の視点をほとんど移すことなく、患者の喉頭蓋を
引き上げる作業と、患者の声門等を確認する作業とを両立させることができる。
【００１０】
　なお、本発明に係る喉頭鏡は、従来の喉頭鏡（特開２０００－１７５８６７号公報）と
比較して以下のような利点も有している。
【００１１】
　すなわち、従来のように喉頭鏡とディスプレイとを別々に形成した場合には、ディスプ
レイの配設場所まで患者を移送しないことには声門等を確認することができないのに対し
、本発明の喉頭鏡のように表示部を一体にした構成によれば、喉頭鏡を患者がいる場所ま
で搬送するだけで声門等を確認することができる。このことは、緊急を要する現場で即座
に患者の声門等を確認したい場合に、非常に有用性が増す。
【００１２】
　前記喉頭鏡は、外部電源により駆動するようにしてもよいが、前記ハンドルには、前記
撮像部、照明部及び表示部に電力を供給するバッテリが設けられていることが好ましい。
【００１３】
　この構成によれば、外部電源から電力を供給する場合と異なり、喉頭鏡から延びるケー
ブル等を省略することができるので、当該喉頭鏡の携帯性をより向上させることができる
。
【００１４】
　前記表示部は、ハンドルに固着されていてもよいが、ハンドルに対して傾動自在に連結
されていることが好ましい。
【００１５】
　この構成によれば、患者の姿勢等により喉頭鏡とその使用者との位置関係に変化が生じ
る場合であっても、使用者の見やすい方向へ表示部を傾動させることができる。
【００１６】
　前記ブレードとハンドルとを一体に形成することを除外する趣旨ではないが、前記ブレ
ードは、ハンドルに対して着脱自在に連結されることが好ましい。
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【００１７】
　この構成によれば、共通のハンドル及び表示部を使用しながら、患者の体格等に合せて
サイズの異なるブレードを使い分けるといった使い方をすることができる。また、取り外
したブレードのみについて滅菌処理を施すことができるので、喉頭鏡全体について滅菌処
理を施す場合と比較して、比較的容易に感染防止対策を講じることができる。
【００１８】
　このように、ブレードとハンドルとを着脱するのに際し、前記撮像部及び照明部は、共
通の収容部内に収容されているとともに、この収容部が前記ブレードの格納部に対して着
脱自在とされていることが好ましい。
【００１９】
　この構成によれば、ブレードから収容部を取り外すことにより撮像部及び照明部をブレ
ードから一括して取り外すことができるので、ハンドルからブレードを取り外し、他のブ
レードを装着する際の手間を軽減することができる。
【００２０】
　前記喉頭鏡において、前記照明部は、前記ハンドルに設けられており、前記ブレードに
は、前記照明部の照明光を前記撮像部の撮像領域まで導く導光部が少なくとも一部に形成
されていることが好ましい。
【００２１】
　この構成によれば、ブレード自体を導光体として利用することができるので、光ファイ
バ等を配設して光を導く場合と比較して、当該光ファイバの分だけブレードのサイズを小
さくすることができ、これにより喉頭鏡の携帯性をより高めることができる。
【００２２】
　前記喉頭鏡において、前記撮像部による撮像データを出力するインタフェースをさらに
備えていることが好ましい。
【００２３】
　この構成によれば、撮像部により撮像されたブレードの先の状態を、別の表示装置（デ
ィスプレイ等）に表示させることができるので、使用者以外の人間にも声門等の状況を確
認させることができる。したがって、この構成に係る喉頭鏡は、救急現場だけでなく、医
療施設内においても有効に活用することができる。
【００２４】
　前記インタフェースは、別の表示装置に対して有線接続するように構成してもよいが、
前記撮像部による撮像データを無線で出力するように構成されていることが好ましい。
【００２５】
　この構成によれば、インタフェースと別の表示装置との間にケーブル等を接続する場合
と比較して、喉頭鏡の携帯性を向上することができる。
【００２６】
　さらに、この構成では、患者と離れた位置にいる医師等に撮像部による撮像データを送
信してこの撮像データに基づいた判断を求めることができるので、喉頭鏡の使用者にとっ
て判断の困難な状況であっても、適切な処置を施すことができる。
【００２７】
　なお、「無線で出力する」とは、別の表示装置との間で直接通信することに限定されず
、特定の基地局（アクセスポイントを含む）を利用して既存の通信網（インターネット等
）を介して前記表示装置と通信することも含む。
【００２８】
　前記喉頭鏡において、前記バッテリの残量に応じて前記撮像部、照明部又は表示部に供
給する電力量を調整する制御部をさらに備え、この制御部は、バッテリ残量が予め設定さ
れた残量未満である場合に、照明部に対して優先的に電力を供給することが特に好ましい
。
【００２９】
　この構成によれば、バッテリの残量が少なくなった場合であっても、照明部により患者
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の声門等を照明することにより、声門等を視認するといった喉頭鏡の最低限の機能を維持
することができる。
【発明の効果】
【００３０】
　本発明の喉頭鏡によれば、あらゆる条件下においても声門等の確認作業をより効率良く
行うことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　以下、本発明の好ましい実施形態について、図面を参照して説明する。
【００３２】
　図１は、本発明の実施形態に係る喉頭鏡を示す側面図である。図２は、図１の喉頭鏡の
背面図である。図３は、図２のIII－III線断面図である。図４は、図１に示すハンドルの
IV－IV線断面図である。
【００３３】
　各図を参照して、喉頭鏡１は、把持用のハンドル２と、このハンドル２の一方の端部に
片持ち状に支持されたブレード３と、前記ハンドル２の他方の端部に取り付けられたモニ
タ（表示部）４とを備えている。なお、以下の説明では、ハンドル２についてブレード３
が形成されている側を仮に下方とし、後述する使用姿勢（図１の姿勢）とされたブレード
３が延びる側を仮に後方とし、これら上下及び前後方向と直交する方向を左右方向として
説明する。
【００３４】
　ハンドル２は、円筒状のケース５の上下開口がそれぞれ上部取付部６及び下部取付部７
によって閉塞された容器状の基本構成を有している。
【００３５】
　上部取付部６には、前方に延びるアーム６ａが形成されているとともに、このアーム６
ａの前端部には、左右方向に延びる軸Ｊ１（図３参照）が設けられ、前記モニタ４は、こ
の軸Ｊ１回りにハンドル２に対して傾動するようになっている。本実施形態において、前
記モニタ４は、その液晶ディスプレイ２６を前方に向けた姿勢から、角度θ１（略６０°
）だけ上方に傾動するとともに、角度θ２（略３０°）だけ下方に傾動するようになって
いる。
【００３６】
　前記下部取付部７には下方に延びる左右一対の支持脚７ａが形成されているとともに、
これら支持脚７ａの間には左右方向に延びる軸Ｊ２（図２参照）が掛け渡され、前記ブレ
ード３は、この軸Ｊ２回りにハンドル２に対して傾動するようになっている。
【００３７】
　そして、前記ハンドル４は、制御部８（図８参照）と、前記ケース５にそれぞれ内蔵さ
れたバッテリ９及び電源スイッチ１０と、前記制御部８に対してケーブル１１を介して電
気的に接続された撮像ユニット１２とを備えている。
【００３８】
　制御部８は、詳しくは後述するが、バッテリ９の電力をモニタ４及び撮像ユニット１２
に供給するとともに、当該撮像ユニット１２による撮像データをモニタ４に表示させるよ
うになっている。
【００３９】
　バッテリ９は、リチウムイオン電池により構成されている。
【００４０】
　電源スイッチ１０は、周知の接点スイッチであり、その押圧子１０ａが前記両支持脚７
ａ間の底面７ｂに対し出没自在に下方に突出した状態で配設されている。
【００４１】
　ケーブル１１は、前記下部取付部７を貫いて前方に導出されている。
【００４２】
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　撮像ユニット１２は、図５及び図６に示すように、前記ケーブル１１の先端部に固着さ
れた収容ボックス（収容部）１４を備え、この収容ボックス１４は、後述するブレード３
の格納穴２５内に格納されている。
【００４３】
　収容ボックス１４は、略直方体の筒状に形成され、その先端開口部がガラスレンズ１５
によって閉塞されている。前記収容ボックス１４には、前記ケーブル１１と電気的に接続
された中継用基板１６、１７と、これら中継用基板１６、１７のそれぞれに実装されたＣ
ＣＤカメラ（撮像部）１８及びＬＥＤ（照明部）１９が内蔵されている。
【００４４】
　ＣＣＤカメラ１８は、前記ガラスレンズ１５を通した撮像領域Ｅ１を撮像することが可
能とされている。
【００４５】
　ＬＥＤ１９は、前記ＣＣＤカメラ１８とガラスレンズ１５との間に設けられ、前記撮像
領域Ｅ１を照明するようになっている。
【００４６】
　図６は、図１の喉頭鏡１の使用姿勢とされたブレード３を拡大して示す、（ａ）は背面
図、（ｂ）は側面図である。図７は、図１の喉頭鏡１のブレード３を拡大して示す側面図
であり、（ａ）は着脱位置とされた状態、（ｂ）はハンドル２から取り外された状態をそ
れぞれ示している。
【００４７】
　各図を参照して、ブレード３は、合成樹脂又は金属により形成された略Ｌ字型の部材で
ある。具体的に、ブレード３は、前記両支持脚７ａの間に配置される取付片２０と、この
取付片２０から略直角に延びる押圧片２１とを一体に有している。
【００４８】
　取付片２０には、前方へ開くとともに左右方向ヘ延びる軸受溝２０ａが形成されている
。そして、この取付片２０は、軸受溝２０ａ内に前記軸Ｊ２を受け入れることにより、ブ
レード３が図６に示す使用姿勢と図７（ａ）に示す着脱姿勢との間で揺動自在となるよう
に、ハンドル２に対して支持されている。
【００４９】
　また、取付片２０は、前記電源スイッチ１０をＯＮ又はＯＦＦする機能も有している。
すなわち、図６の（ｂ）に示すように、ブレード３が使用姿勢に揺動操作されることに応
じて下部支持部７の底部７ｂへ近接する取付片２０の上面２０ａにより電源スイッチ１０
の押圧子１０ａが押し込まれる一方、図７の（ａ）に示すように、ブレード３が着脱姿勢
に揺動操作されることに応じて前記上面２０ａが押圧子１０ａから離間して当該押圧子１
０ａがＯＦＦの状態に復帰する。
【００５０】
　なお、前記ブレード３（取付片２０）とハンドル２（下部支持部７）との連結構造は、
ＪＩＳ　Ｔ　７２３１－１において規定されている。詳しい説明は省略するが、前記軸Ｊ
２が下部支持部７の後寄りに配設されていること、各支持脚７ａの長さ寸法Ｄ１及び取付
片２０の高さ寸法Ｄ２が相互に規定されていること、及び前記軸受溝２０ａが押圧片２１
側へ所定の角度で傾斜していること等によって、前記使用姿勢とされたブレード３におい
ては、取付片２０の軸受溝２０ａから軸Ｊ２を抜き出すことができず、前記着脱姿勢とさ
れたブレード３においては、軸受溝２０ａから軸Ｊ２を抜き出すことができる。
【００５１】
　すなわち、ブレード３は、図７に示すように、前記着脱姿勢とした上で矢印Ｙ２の方向
へ引張ることにより、ハンドル２から取り外すことができ、これと反対の操作を行うこと
によってハンドル２に取り付けることができる。
【００５２】
　図１、図６及び図７を参照して、前記押圧片２１は、上方へ湾曲した板状の部材である
。この押圧片２１の下面には、その左右略中央位置から仕切り板２２が垂下されている。
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この仕切り板２２は、前記押圧片２１の先端部手前の位置から基端部までの領域に形成さ
れている。
【００５３】
　さらに、前記押圧片２１には、その右端部から垂下された側板２３と、この側板２３と
前記仕切り板２２とを連結する底板２４が形成され、これら仕切り板２２、側板２３及び
底板２４によって、当該仕切り板２２の先端部には、前後方向に貫通する格納穴２５が形
成されている。
【００５４】
　そして、この格納穴２５は、前記ＣＣＤカメラ１８の撮像領域Ｅ１がブレード３の先に
向くように、前記押圧片２１の湾曲形状に沿って撮像ユニット１２を前方から挿入するこ
とができる形状とされている。
【００５５】
　したがって、図６の矢印Ｙ１に示すように、前記格納穴２５から撮像ユニット１２を前
下方に引出し、図７に示すように、ブレード３を着脱位置に傾動させた上で、矢印Ｙ２に
示すようにブレード３を前下方へスライドさせて前記軸受溝２０ａから軸Ｊ２を引抜くこ
とにより、ブレード３とハンドル２とを取り外すことができる。
【００５６】
　図２及び図３を参照して、前記モニタ４は、前記ＣＣＤカメラ１８により撮像された画
像を表示する液晶ディスプレイ（以下、ＬＣＤと称す）２６と、このＬＣＤ２６の裏側に
配設された外部出力インタフェース２７及び電源用インタフェース２８と、前記バッテリ
９の残量を表示するインジケータ２９（図８参照）とを備えている。
【００５７】
　外部出力インタフェース２７は、Ｓ端子やコンポジット等、周知の映像出力端子が接続
されることにより、ＣＣＤカメラによる撮像画像を外部の表示装置（図示せず）に出力す
ることが可能とされている。
【００５８】
　電源用インタフェース２８は、ＡＣアダプタが接続されることにより外部電力を入力す
ることが可能とされている。
【００５９】
　図８は、図１の喉頭鏡に内蔵された制御部８の電気的構成を示すブロック図である。
【００６０】
　図８を参照して、制御部８は、周知のＣＰＵ、ＲＡＭ及びＲＯＭ等により形成され、Ｃ
ＣＤ制御部３０、ＬＣＤ制御部３１、電力制御部３２、及び電力判定部３３として主に機
能するようになっている。
【００６１】
　ＣＣＤ制御部３０は、ＣＣＤカメラ１８により撮像された撮像データを受信して、これ
を外部出力インタフェース２７又は、ＬＣＤ制御部３１へ出力するようになっている。
【００６２】
　ＬＣＤ制御部３１は、前記ＣＣＤ制御部３０から入力された撮像データに対し所定の画
像処理を施した後、この撮像データに基づく画像をＬＣＤ２６に表示させる。
【００６３】
　電力制御部３２は、前記電源スイッチ１０がＯＮとされた場合に以下の処理を実行する
。
【００６４】
　すなわち、電力制御部３２は、バッテリ９又は電源用インタフェース２８に接続された
外部電源の電力を、ＣＣＤカメラ１８、ＬＥＤ１９、ＬＣＤ２６又はインジケータ２９に
供給する。このとき、電源用インタフェース２８（すなわち、外部電源）からの入力電力
がある場合には、この電力をＣＣＤカメラ１８、ＬＥＤ１９、ＬＣＤ２６又はインジケー
タ２９に対し優先的に利用するとともに、この電力をバッテリ９に供給して当該バッテリ
９の充電も行うようになっている。
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【００６５】
　電力判定部３３は、前記電源スイッチ１０がＯＮとされた場合に、バッテリ９の電圧が
予め設定されたしきい値未満であるか否かを判定し、しきい値以上であると判定された場
合に、前記電力制御部３２に対し電力供給を実行させる旨の指示を出力する一方、しきい
値未満であると判定された場合に、前記電力制御部３２に対しＣＣＤカメラ１８及びＬＣ
Ｄ２６の電力供給を停止する旨の指示を出力するようになっている。
【００６６】
　以下、図９を参照して、前記制御部８の処理について説明する。
【００６７】
　図９は、図８の制御部８により実行される処理を示すフローチャートである。
【００６８】
　ブレード３が前記使用姿勢に傾動操作され、電源スイッチ１０がＯＮとなると制御部８
の処理の実行が開始される。処理が開始すると、ＣＣＤカメラ１８、ＬＥＤ１９、ＬＣＤ
２６及びインジケータ２９に対して電力供給を行う（ステップＳ１）。
【００６９】
　次いで、入力電圧がしきい値未満であるか否かが判定され（ステップＳ２）、ここで、
入力電圧がしきい値以上であると判定されると（ステップＳ２でＮＯ）、ブレード３が前
記着脱姿勢に傾動操作操作されたか否か、すなわち、電源スイッチ１０がＯＦＦとされた
か否かを判定する（ステップＳ５）。
【００７０】
　ここで、未だ電源スイッチ１０がＯＮであると判定されると（ステップＳ５でＮＯ）、
前記ステップＳ２を繰り返し実行する一方、電源スイッチ１０がＯＦＦにされたと判定さ
れると（ステップＳ５でＹＥＳ）、当該処理を終了する。
【００７１】
　一方、前記入力電圧がしきい値未満であると判定されると（ステップＳ２でＹＥＳ）、
ＬＣＤ２６及びＣＣＤカメラ１８に対する電力供給を停止して（ステップＳ３）、インジ
ケータ２９にバッテリ９の電力（残量）が不足している旨を表示する（ステップＳ４）。
【００７２】
　次いで、前記電源スイッチ１０がＯＦＦとされたか否かを判定し（ステップＳ５）、こ
こで、未だ電源スイッチ１０がＯＮであると判定されると（ステップＳ５でＮＯ）、前記
ステップＳ２を繰り返し実行する。
【００７３】
　一方、電源スイッチ１０がＯＦＦとされたと判定されると（ステップＳ５でＹＥＳ）、
当該処理を終了する。
【００７４】
　以下、前記喉頭鏡１の使用方法について図１０及び図１１を参照して説明する。
【００７５】
　まず、患者を仰臥位とするとともに、ハンドル２を把持して、ブレード３を使用姿勢に
傾動操作する。次いで、ハンドル２を把持したまま、ブレード３をその先端部から患者の
口腔に挿入し、図１０の（ａ）に示すように、ブレード３の先端部を患者の喉頭蓋Ｈ１付
近の位置に配置する。
【００７６】
　次いで、図１０の（ｂ）に示すように、ハンドル２を上方（患者の正面側）へ引き下げ
て、患者の喉頭蓋Ｈ１を引き上げる。これにより、前記ＣＣＤカメラ１８の撮像領域Ｅ１
内に患者の声門Ｈ２を捕らえることができ、このＣＣＤカメラ１８による映像がＬＣＤ２
６に映し出される。使用者は、ＬＣＤ２６に映し出された映像を確認することにより声門
Ｈ２の状態を確認できる。
【００７７】
　このように、患者の声門Ｈ２の状態を確認することができるので、喉頭鏡１は、図１１
に示すように、人工呼吸用の気管内チューブ３４を患者の気管Ｈ３に挿入する際のガイド
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として利用することもできる。
【００７８】
　すなわち、前記喉頭鏡１を利用することによりＬＣＤ２６に映し出された声門Ｈ２付近
の映像に基づいて、気管Ｈ３と食道Ｈ４との分岐の態様をも確認することができるので、
前記押圧片２１に沿わせて気管内チューブ３４を患者の口腔に挿入しながら、前記ＬＣＤ
２６の画像を確認することにより、気管内チューブ３４の先端部を食道Ｈ４へ誤って挿入
することを抑制して確実に気管Ｈ３内に挿入することができる。
【００７９】
　特に、近年では、救急救命士が緊急の現場で気管内チューブ３４の挿管を行う場面もあ
り、このような現場においては、医療施設内での処置とは異なり、患者の体勢等、理想的
環境下での処置が困難であるが、前記喉頭鏡１では、モニタ４を見ながら気管内チューブ
３４を患者に挿管することができるので、比較的条件の悪い環境下においても、的確に気
管内チューブ３４を挿管することができる。
【００８０】
　なお、気管内チューブ３４の挿入に際しては、前記押圧片２１と仕切り板２２との間の
スペース（図２において仕切り板２２の左側のスペース）に気管内チューブ３４を通しな
がら、当該押圧片２１に沿って気管内チューブ３４を患者の口腔並びに気管Ｈ３へ導くこ
とができる。
【００８１】
　以上説明したように、前記喉頭鏡１によれば、モニタ４をブレード３と反対側のハンド
ル２の端部、すなわち、使用者の手元となる位置に配設しているので、使用者は、患者の
喉頭蓋Ｈ１を引き上げる作業を行う際には、前記ブレード３を見て作業を行うことができ
る一方、この作業の合間に患者の声門Ｈ２の状態を確認する際には、その視点を手元に移
して前記モニタ４に映し出された映像を確認することができる。
【００８２】
　したがって、前記喉頭鏡１によれば、使用者の視点をほとんど移すことなく、患者の喉
頭蓋Ｈ１を引き上げる作業と、患者の声門Ｈ２を確認する作業とを両立させることができ
る。
【００８３】
　そして、従来のように喉頭鏡とディスプレイとを別々に形成した場合には、ディスプレ
イの配設場所まで患者を移送しないことには声門Ｈ２を確認することができないのに対し
、前記喉頭鏡１のようにモニタ４を一体にした構成によれば、喉頭鏡１を患者がいる場所
まで搬送するだけで声門Ｈ２を確認することができる。このことは、緊急を要する現場で
即座に患者の声門Ｈ２を確認したい場合に、非常に有用性が増す。
【００８４】
　バッテリ９が内蔵された前記実施形態の喉頭鏡１によれば、外部電源から電力を供給す
る場合と異なり、喉頭鏡１から延びるケーブル等を省略することができるので、当該喉頭
鏡１の携帯性をより向上させることができる。
【００８５】
　前記モニタ４をハンドル２に対して傾動自在に連結した前記実施形態の喉頭鏡１によれ
ば、患者の姿勢等により喉頭鏡１とその使用者との位置関係に変化が生じる場合であって
も、使用者の見やすい方向へモニタ４を傾動させることができる。
【００８６】
　前記ハンドル２とブレード３とを着脱自在に連結した前記実施形態の喉頭鏡１によれば
、共通のハンドル２及びモニタ４を使用しながら、患者の体格等に合せてサイズの異なる
ブレード３を使い分けるといった使い方をすることができる。また、取り外したブレード
３のみについて滅菌処理を施すことができるので、喉頭鏡１全体について滅菌処理を施す
場合と比較して、比較的容易に感染防止対策を講じることができる。
【００８７】
　前記収容ボックス１４内にＣＣＤカメラ１８及びＬＥＤ１９を収容した前記実施形態の
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喉頭鏡１によれば、ブレード３から収容ボックス１４を取り外すことによりＣＣＤカメラ
１８及びＬＥＤ１９をブレード３から一括して取り外すことができるので、ハンドル２か
らブレード３を取り外し、他のブレード３を装着する際の手間を軽減することができる。
【００８８】
　なお、前記実施形態では、ＬＥＤ１９をブレード３に設けた構成としているが、ＬＥＤ
１９をハンドル２に配設することもできる。すなわち、前記ハンドル２の下部取付部７に
対しブレード３側へ光を照射するようにＬＥＤを配設するとともに、このブレード３に対
し、アクリル樹脂等、その内部で導光することができる導光部分を形成し、この導光部分
をブレード３の先端部まで形成することにより、前記ＬＥＤから照射された光をブレード
３の先まで導いて前記撮像領域Ｅ１を照明することもできる。また、ブレード３自体を導
光性材料により形成してもよい。
【００８９】
　このようにすれば、ブレード３自体を導光体として利用することができるので、光ファ
イバ等を配設して光を導く場合と比較して、当該光ファイバの分だけブレード３のサイズ
を小さくすることができ、これにより喉頭鏡１の携帯性をより高めることができる。
【００９０】
　外部出力インタフェース２７を備えた前記実施形態の喉頭鏡１によれば、ＣＣＤカメラ
１８により撮像されたブレード３の先の状態を、別の表示装置（ディスプレイ等）に表示
させることができるので、使用者以外の人間にも声門Ｈ２の状況を確認させることができ
る。したがって、この喉頭鏡１によれば、救急現場だけでなく、医療施設内においても有
効に活用することができる。
【００９１】
　なお、前記外部出力インタフェース２７は、ＣＣＤカメラ１８による撮像データを無線
で出力するように構成することが好ましい。
【００９２】
　このようにすれば、患者と離れた位置にいる医師等に撮像部による撮像データを送信し
てこの撮像データに基づいた判断を求めることができるので、喉頭鏡１の使用者にとって
判断の困難な状況であっても、適切な処置を施すことができる。
【００９３】
　供給電力量が不足した場合にＬＥＤ１９に対して優先的に電力を供給する電力制御部３
２を備えた前記実施形態の喉頭鏡１によれば、バッテリ９の残量が少なくなった場合であ
っても、ＬＥＤ１９により患者の声門Ｈ２を照明することにより、声門Ｈ２を視認すると
いった喉頭鏡１の最低限の機能を維持することができる。
【００９４】
　なお、前記実施形態では、電源用インタフェース２８をＡＣアダプタ接続用に形成した
例について説明したが、このインタフェース２８に代えて又は加えて、別のインタフェー
スをバッテリ９の充電用に形成することもできる。
【００９５】
　すなわち、外部電源による電力供給を受けるクレードルを別途形成し、このクレードル
上に喉頭鏡１のインタフェースと接続可能な端子を形成することにより、当該インタフェ
ース上に喉頭鏡１を載置するといった簡便な操作で、バッテリ９を充電することができる
。
【図面の簡単な説明】
【００９６】
【図１】本発明の実施形態に係る喉頭鏡を示す側面図である。
【図２】図１の喉頭鏡の背面図である。
【図３】図２のIII－III線断面図である。
【図４】図１に示すハンドルのIV－IV線断面図である。
【図５】図１の喉頭鏡における撮像ユニットの構成を示す側面断面図である。
【図６】図１の喉頭鏡の使用姿勢とされたブレードを拡大して示す、（ａ）は背面図、（
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【図７】図１の喉頭鏡のブレードを拡大して示す側面図であり、（ａ）は着脱位置とされ
た状態、（ｂ）はハンドルから取り外された状態をそれぞれ示している。
【図８】図１の喉頭鏡に内蔵された制御部の電気的構成を示すブロック図である。
【図９】図８の制御部により実行される処理を示すフローチャートである。
【図１０】図１の喉頭鏡の使用状態を示す概略図であり、（ａ）はブレードを患者の口腔
に挿入した状態、（ｂ）は患者の喉頭蓋を引き上げた状態をそれぞれ示している。
【図１１】図９の（ｂ）の状態における喉頭鏡を利用して気管内チューブを患者に挿管し
た状態を示す概略図である。
【符号の説明】
【００９７】
　１　　喉頭鏡
　２　　ハンドル
　３　　ブレード
　４　　モニタ（表示部）
　８　　制御部
　９　　バッテリ
　１２　　撮像ユニット
　１４　　収容ボックス（収容部）
　１８　　ＣＣＤカメラ（撮像部）
　１９　　ＬＥＤ（照明部）
　２７　　外部出力インタフェース（インタフェース）
　３３　　電力判定部

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】
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